
■　東福協、全福協入会申請と取り扱い事業 ■　東福協、全福協入会とコールセンター、配車センター登録

◇東福協、定款目的（抜粋）

　：福祉輸送事業の普及・拡大　：福祉輸送に係る情報の収集及び提供等
　：福祉輸送技術の効率化、高度化　：福祉輸送に係る安全の確保
　　これらに関する事業及び附帯又は関連する事業

◇入会申請
①東福協、全福協の目的に賛同していただき、各協会活動に積極的に参
加協力を約束いただける福祉限定輸送事業者。

②東福協会員区分、1号会員（月会費5,000円）は東福協・全福協共に入会
の事業者、２号会員（月会費2,500円）は東福協のみ入会の事業者。
　いずれも入会金10,000円が必要です。
　２号会員は１号会員に変更を認めます。その際入会金は必要ありません。

③申請に基づき東福協理事会にて承認を受けた事業者を会員と認めます。
　1号会員で承認を受けた事業者は全福協自動入会となりまのすで、改め
　て全福協入会申請の必要はありません。

※国土交通省

料金認可申請要

入会希望申請
東福協理事会

承 認

＜1号会員＞

（一般財）全国福祉輸送

サービス協会

自動入会
＜１・２号会員＞

東福協 介護タクシー

コールセンター

登録申請（任意）

＜１号会員＞

東京福祉タクシー

総合配車センター

登録申請（任意）
年間登録料

12,000円

1号会員、全福協配車

センター登録者は年間

登録料免除、自動登録

年間登録料

12,000円

（一般財）全国福祉輸送

サービス協会

（般社）東京福祉

限定輸送協会

◆配車機能事業（東福協コールセンター、全福協配車センター）登録
①１号会員は東福協運営「介護タクシーコールセンター」登録と全福協運営
「東京福祉タクシー総合配車センター」に登録ができます。
　但し、全福協配車センター登録の場合は国土交通省に時間制運賃認可
申請、認可が必要になります。

　いずれも年間登録料（12,000円）が必要です。但し、1号会員が両センター
登録の場合は全福協配車センター登録料のみで構いません。
　別途、東福協コールセンター登録・運営概要をご確認ください。

◆福祉タクシー券等取り扱い契約、精算事業
②自治体発行福祉タクシー券等の取り扱い、精算ができます。
　　詳しくは福祉タクシー券精算フローにてご確認ください。

＜事務局＞　一般社団法人東京福祉限定輸送協会 ◆業務委託契約先　株式会社ディケイ総合研究所　
　　　　　　　　　〒135-0013江東区千田１０－３　室ﾋﾞﾙ　１階 　　　　　　　　　　　　　　〒160-0022　新宿区新宿2-9-20　問川ビル５F
　　　　　　　　　TEL03-5633-8376　FAX6659-7133 　　　　　　　　　　TEL03-5366-7125　FAX03-5366-4966

（一般財）全国福祉輸送

サービス協会

東福協 介護タクシー

コールセンター

東京福祉タクシー総合

配車センター

運営委託

(株)ディケイ総合研究所

（般社）東京福祉

限定輸送協会

１号会員

２号会員

入会金10,000円

月会費5,000円

入会金10,000円

月会費2,500円

福祉タクシー券等精算

業務委託

(株)ディケイ総合研究所


